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＜要件＞

「サービス付き高齢者向け住宅」として登録

○ 高齢者住まい法の改正により創設された

「サービス付き高齢者向け住宅」として登録さ
れることが補助金交付の条件

その他の要件

○ サービス付き高齢者向け住宅として10年以上
登録するもの

○ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家
賃の額と均衡を失しないように定められるもの

○ 入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いに
よるものに限定されていないもの

○ 事業に要する資金の調達が確実であるもの

○高齢者生活支援施設を合
築・併設する場合は、新築・
改修費にも補助

＜補助率＞

住宅 ：
新築 1/10（上限 100万円／戸）
改修※１ 1/3 （上限 100万円／戸）

高齢者生活支援施設※２ ：
新築 1/10（上限1,000万円／施設）
改修 1/3 （上限1,000万円／施設）

※１ 住宅の改修は、共用部分及び加齢対応構造等（バリアフリー化）に係る工事に限る。

※２ 高齢者生活支援施設の例： デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、
訪問看護事業所 等
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